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重要事項説明書 

（令和 6年 8月 1日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等  

・施設名 医療法人 明芳会 老人保健施設 やすらぎ 

・開設年月日 平成２年 ６月１１日 

・所在地 岡山市南区築港栄町 ２－１３ 

・電話番号 086-263-6623 ・FAX番号 086-264-6769  

・URL:http://www.sato-hp.com    ・E-mail:yasuragi@sato-hp.com 

・管理者名  森田 能子 

・介護保険指定番号 介護老人保健施設（３３５０１８００２６号） 

 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他

必要な医療と日常生活上のお世話などの介護サービスを提供することで、利用者の能力

に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ること

ができるように支援すること。また、利用者が居宅での生活を１日でも長く継続できる

よう、サービスを提供し在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理

解いただいた上でご利用ください。 

［老人保健施設やすらぎの運営方針］ 

「当施設は、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよ

う施設サービス計画に基づいて、医学的な管理の下における看護、介護その他の必要な

日常生活上の援助を行い、居宅における生活への復帰を目指します」 

 

 

２．（１） 施設の職員体制              

     管理者              １名  

     医師               ２名  

     支援相談員            ２名 (兼務を含む) 

     理学療法士等           ６名 (兼務を含む) 

     看護師・准看護師         ９名 

     介護職員            １７名 

     介護支援専門員（他職種と兼務）  ２名 

     管理栄養士            １名  
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（２）職員の勤務体制（主たる職員） 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

施設長（医師） 正規の勤務時間帯 （８：３０～１７：３０）常勤勤務 ４週８休 

支援相談員 正規の勤務時間帯 （８：３０～１７：３０）常勤勤務 

介護・看護職員 早出       （７：００～１６：００） 

準早出      （８：００～１７：００） 

日勤       （８：３０～１７：３０） 

遅出       （１０：００～１９：００） 

半日       （８：３０～１２：３０） 

         （１３：３０～１７：３０） 

準夜       （１８：００～３：００） 

夜勤       （１６：３０～９：３０） 

理学療法士等 正規の勤務時間帯 （８：３０～１７：３０）常勤勤務 

介護支援専門員 介護職員・看護職員が兼務 

管理栄養士 正規の勤務時間帯 （８：３０～１７：３０）常勤勤務 

 

（３）入所定員等   

・定員 ５０名 

  ・療養室  個室  ･･･６室 

２人部屋･･･２室  

４人部屋･･･１０室 

 

 

 

３．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 食事（食事は原則として食堂をご利用いただきます。） 

朝食  ８時 昼食 １２時 夕食 １８時 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用

者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭とな

る場合があります。） 

④ 医学的管理・看護・介護 

⑤ リハビリテーション（理学療法・作業療法・言語療法） 

⑥ 相談援助サービス 

⑦ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

⑧ 理美容サービス  （毎月第２金曜日・第１木曜日）  

⑨ 行政手続代行 

⑩ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく

ものもありますので、具体的にご相談ください。 
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４．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名 称 佐藤病院 

・住 所 岡山市南区築港栄町 ２－１３ 

・協力歯科医療機関 

・名 称 コープ倉田歯科  

・住 所 岡山市中区倉田 ６８０－１ 

 

 

５．施設利用に当たっての留意事項 

 

居室・設備・器具

の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反

したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 

喫煙・飲酒 敷地内全館禁煙。飲酒はできません 

 

迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに 

他の入所者の居室に立ち入らないようにしてください。 

宗教・政治活動 施設内で他の入所者に対する宗教活動及び政治活動はお断りします。 

 

金銭・貴重品 盗難・紛失等が起こった場合に責任を負いかねますので持ち込みはご遠慮

下さい。 

事故 不慮の事故に関する責任は一切負いませんので、くれぐれもご了承下さい。 

 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

外出・外泊 外出または外泊される場合は、その都度、外出・外泊先・用件及び帰所の

予定時刻を届け出て下さい。 

 

身体的拘束・行動

制限 

身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為は行いません。但し、入所

者又は他の入所者等の生命、身体を保護するためやむを得ない場合には 

家族とのご相談のうえ、この限りではないのでご理解ください。 

 

保険者証 介護被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証に変更

があったときは速やかに届け出て下さい 

 

会計 

 

利用料金は月末で締め切り、翌月初めに身元引受人の方の御住所に郵送さ

せていただきます。お支払いは口座引き落としか（翌月 引き落とし）現

金払いのどちらかになります。 

その他 施設の秩序、風紀を乱す行為をしないようお願いします 

 

６．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知器、非常通報装置 

       誘導灯、ガス漏れ報知器 防火扉・シャッター、屋内消火栓、 

非常用電源  

・防災訓練  年２回 
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７．「相談・苦情窓口について」 

  相談・苦情に対する窓口として、担当者を設置しています。 

 担当者：  支援相談員   寺山 雄太 

 受付時間：８：３０～１７：３０ 

 連絡先：  TEL  ０８６－２６３－６６２３ 

       FAX  ０８６－２６４－６７６９ 

公的機関の相談・苦情窓口 

岡山県国民健康保険団体連合会 TEL ０８６－２２３－８８１１ 

岡山市保健福祉局事業者指導課 TEL ０８６－２１２－１０１４ 

 

 

８．その他の特記事項 

 ◇ 事故発生時の対応及び賠償責任 

 サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族又は身元引受

人に対して連絡し必要な措置を行います。又、事故原因を解明し、再発防止にも努めます。

賠償すべき事故に関しては、損害賠償を行います。 

  

◇ 秘密の保持 

 当施設の職員は、業務上知り得た利用者、利用者の家族又は身元引受人の秘密を正当な理由

無く第三者に漏らしません。又、退職後も同様とします。但し、居宅介護支援事業所など必

要な機関に関しては情報を提供する場合がありますのでご了承下さい。 

 

◇ 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続き 

当施設は、介護サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行わないものとし、やむを得ず身体的拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事

項を記録します。 

 

◇ 虐待防止のための措置に関する事項 

当施設は、入所者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を行います。 

（1） 虐待の防止に関する責任者の選定 

（2） 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（3） その他虐待防止のために必要な措置 

当施設は、介護サービスの提供に当たり、当該施設従業者又は養護者（入所者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

 

◇ 業務継続計画の策定等 

感染症や非常災害時において、入所者に対する施設サービスの提供を継続的に実施する為の、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継

続計画に従って、以下について必要な措置を講じます。 

・ 業務継続計画の策定と職員への周知 

・ 定期的な研修及び訓練の実施 

・ 定期的な業務継続計画の見直しと必要に応じた変更 
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◇ 成年後見制度の活用支援 

当施設は、入所者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や

関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援します。 
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利用者負担料金について 

  入所の利用者負担額 (令和 6年 8月１日～) 

 

１-ⅰ  保険給付の自己負担額(負担割合１割) 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

（多床室）・要介護１  ８８４円         （従来型個室）・要介護１  ８００円 

     ・要介護２  ９６１円            ・要介護２  ８７６円 

     ・要介護３ １０２９円            ・要介護３  ９４１円 

     ・要介護４ １０８８円            ・要介護４  ９９９円 

     ・要介護５ １１４１円            ・要介護５ １０５５円 

     

＊ただし、入所後３０日間に限って、上記施設サービス費に１日につき３１円加算さ

れます。 

＊外泊された場合には、1日につき上記施設サービス費に代えて３６７円となります。

ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いに

はなりません 

 

＊在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ)         ５２円/日 

＊入所前後訪問指導加算(Ⅰ)                      ４５７円/回 

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)                      ４８７円/回 

＊退所時情報提供加算(Ⅰ)             ５０７円/回 

＊退所時情報提供加算(Ⅱ)            ２５５円/回 

＊入退所前連携加算(Ⅰ)              ６０９円/回 

  入退所前連携加算(Ⅱ)              ４０６円/回 

＊訪問看護指示加算                ３０５円/回 

＊経口移行加算                   ２９円/日 

＊経口維持加算(Ⅰ)                 ４０６円/月 

経口維持加算(Ⅱ)                      １０２円/月 

＊短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)    ２０３円/日 

＊栄養マネジメント強化加算             １２円/日 

＊再入所時栄養連携加算              ２０３円/回 

＊療養食加算（１食）                  ６円 

＊排せつ支援加算(Ⅰ)                １１円/月 

  排せつ支援加算(Ⅱ)                １６円/月 

  排せつ支援加算(Ⅲ)                ２１円/月 

＊所定疾患施設療養費(Ⅰ)             ２４３円/日 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅱ)           １９円/日 

＊夜勤職員配置加算                 ２５円/日 

＊認知症専門ケア加算(Ⅰ)               ３円/日 

＊褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)              ３円/月 

  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)             １４円/月 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算  ３４円/月 
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＊自立支援促進加算               ３０５円/月 

＊科学的介護推進体制加算(Ⅰ)           ４１円/月 

 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)           ６１円/月 

＊安全対策体制加算(入所時１回)          ２１円/回 

＊協力医療機関連携加算             １０２円/月 

＊ターミナルケア加算 (死亡日)        １９２７円 

ターミナルケア加算（２～３日）        ９２３円 

ターミナルケア加算（４～３０日）       １６３円 

 ターミナルケア加算（３１～４５日）       ７４円 

＊介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)       所定単位数×75/1000 
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１-ⅱ 保険給付の自己負担額(負担割合２割) 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

（多床室）・要介護１ １７６８円         （従来型個室）・要介護１ １６００円 

     ・要介護２ １９２２円            ・要介護２ １７５２円 

     ・要介護３ ２０５８円            ・要介護３ １８８２円 

     ・要介護４ ２１７６円            ・要介護４ １９９８円 

     ・要介護５ ２２８２円            ・要介護５ ２１１０円 

    ＊但し入所後 30日間に限って、上記施設サービス費に１日につき 62円加算されます。 

＊外泊された場合には、1日につき上記施設サービス費に代えて７３４円となります。

ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いには

なりません 

＊在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ)       １０４円/日 

＊入所前後訪問指導加算(Ⅰ)                      ９１４円/回 

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)                      ９７４円/回 

＊退所時情報提供加算(Ⅰ)           １０１４円/回 

＊退所時情報提供加算(Ⅱ)            ５１０円/回 

＊入退所前連携加算(Ⅰ)            １２１８円/回 

  入退所前連携加算(Ⅱ)              ８１２円/回 

＊訪問看護指示加算                ６１０円/回 

＊経口移行加算                   ５８円/日 

＊経口維持加算(Ⅰ)                 ８１２円/月 

経口維持加算(Ⅱ)                      ２０４円/月 

＊短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)    ４０６円/日 

＊栄養マネジメント強化加算             ２４円/日 

＊再入所時栄養連携加算              ４０６円/回 

＊療養食加算（１食）                 １２円 

＊排せつ支援加算(Ⅰ)                ２２円/月 

  排せつ支援加算(Ⅱ)                ３２円/月 

  排せつ支援加算(Ⅲ)                ４２円/月 

＊所定疾患施設療養費(Ⅰ)             ４８６円/日 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅱ)           ３８円/日 

＊夜勤職員配置加算                 ５０円/日 

＊認知症専門ケア加算(Ⅰ)               ６円/日 

＊褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)              ６円/月 

  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)             ２８円/月 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算  ６８円/月 

＊自立支援促進加算               ６１０円/月 

＊科学的介護促進体制加算(Ⅰ)           ８２円/月 

 科学的介護促進体制加算(Ⅱ)          １２２円/月 

＊安全対策体制加算(入所時１回)          ４２円/回 

＊協力医療機関連携加算              ２０４円/月 

＊ターミナルケア加算 (死亡日)         ３８５４円 

ターミナルケア加算（２～３日）        １８４６円 

ターミナルケア加算（４～３０日）        ３２６円 

 ターミナルケア加算（３１～４５日）      １４８円 
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＊介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)       所定単位数×75/1000 

 

１-ⅲ  保険給付の自己負担額(負担割合３割) 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

（多床室）・要介護１ ２６５２円         （従来型個室）・要介護１  ２４００円 

     ・要介護２ ２８８３円            ・要介護２  ２６２８円 

     ・要介護３ ３０８７円            ・要介護３  ２８２３円 

     ・要介護４ ３２６４円            ・要介護４  ２９９７円 

     ・要介護５ ３４２３円            ・要介護５  ３１６５円 

    ＊但し入所後 30日間に限って、上記施設サービス費に１日につき 93円加算されます。 

＊外泊された場合には、1 日につき上記施設サービス費に代えて１１０１円となりま

す。但し外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いに

はなりません。 

＊在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ)         １５６円/日 

＊入所前後訪問指導加算(Ⅰ)                      １３７１円/回 

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)                      １４６１円/回 

＊退所時情報提供加算(Ⅰ)            １５２１円/回 

＊退所時情報提供加算(Ⅱ)              ７６５円/回 

＊入退所前連携加算(Ⅰ)              １８２７円/回 

  入退所前連携加算(Ⅱ)              １２１８円/回 

＊訪問看護指示加算                 ９１５円/回 

＊経口移行加算                    ８７円/日 

＊経口維持加算(Ⅰ)                 １２１８円/月 

経口維持加算(Ⅱ)                       ３０６円/月 

＊短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)     ６０９円/日 

＊栄養マネジメント強化加算              ３６円/日 

＊再入所時栄養連携加算               ６０９円/回 

＊療養食加算（１食）                  １８円 

＊排せつ支援加算(Ⅰ)                 ３３円/月 

  排せつ支援加算(Ⅱ)                 ４８円/月 

  排せつ支援加算(Ⅲ)                 ６３円/月 

＊所定疾患施設療養費(Ⅰ)              ７２９円/日 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅱ)            ５７円/日 

＊夜勤職員配置加算                  ７５円/日 

＊認知症専門ケア加算(Ⅰ)                ９円/日 

＊褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)               ９円/月 

  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)              ４２円/月 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算  １０２円/月 

＊自立支援促進加算                ９１５円/月 

＊科学的介護促進体制加算(Ⅰ)           １２３円/月 

 科学的介護促進体制加算(Ⅱ)           １８３円/月 

＊安全対策体制加算(入所時１回)           ６３円/回 

＊協力医療機関連携加算                ３０６円/月 

＊ターミナルケア加算 (死亡日)          ５７６９円 

ターミナルケア加算（２～３日）          ２７６９円 
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ターミナルケア加算（４～３０日）          ４８９円 

 ターミナルケア加算（３１～４５日）        ２２２円 

＊介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)       所定単位数×75/1000 

 

２  利用料 

  ① 食費（１日当たり）  １６００円＊ 

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

② 居住費（療養室の利用費）（１日当たり） 

    ・従来型個室     １７２８円 

    ・多床室        ４３７円 

   （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて

いる居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

  ③ 入所者が選定する特別な療養室料／１日        特室 ５５０円・２人室 ２２０円 

特室、２人室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、外泊時に

も室料をいただくこととなります。 

④ 電気代／日                       何点でも １１０円 

施設に個人で持ち込まれた電化製品をご利用される場合にお支払い頂きます。 

⑤ 理美容代                                          実費 

    理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。                                      

⑥ 健康管理費                                                       実費 

 インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合に

お支払いいただきます。                        

⑦ 私物の洗濯代                                                     

  私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

大（上着・ズボン・パジャマ上・パジャマ下・肌着・バスタオル等）１枚 １００円 

小（靴下・タオル ）等                     １枚  ５０円 

⑧ その他の費用 

注）上記以外に利用者様に負担して頂くことが妥当であると施設で判断した物に対して

実費相当分を徴収することがあります。ご了承下さい。 

 


